
別紙１

 1. 継続事業の前提に関する注記
　該当なし。

 2. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　該当なし。

（２）固定資産の減価償却の方法
　　・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　　ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。
　　・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
　　　　
（３）引当金の計上基準
　　・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益社団法人千葉県社会
　　　　　　　　　　　　　　　福祉事業共助会の共助会退職金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
　　　　　　　　　　　　　　　また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
　　・賞与引当金　　　－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金
　　　　　　　　　　　　　　　として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しな
　　　　　　　　　　　　　　　いことができる。
　　・徴収不能引当金－1.金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴
　　　　　　　　　　　　　　　　収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、
　　　　　　　　　　　　　　　　これを計上しないことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　2.徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)と(2)の合計額による。
　　　　　　　　　　　　　　　　(1)毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額
　　　　　　　　　　　　　　　　(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
　　　　　　　　　　　　　　　3.前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直
　　　　　　　　　　　　　　　　接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

 3. 重要な会計方針の変更
　該当なし。

 4. 法人で採用する退職給付制度
（1）社会福祉施設職員退職手当共済制度
　　入社平成18年4月1日以前の常勤職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職
　　手当共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
　　入社平成18年4月1日以降の常勤職員は、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制
　　度に加入している。

 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
   当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
   当法人では、公益事業を実施していないため作成省略している。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
   当法人では、収益事業を実施していないため作成省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　　①　清流園拠点区分
　　　　ア　法人本部
　　　　イ　特別養護老人ホーム清流園
　　　　ウ　清流園ショートステイサービス
　　　　エ　清流園デイサービスセンター
　　　　オ　清流園ケアサービスセンター
　　　　カ　グループホーム清流
　　　②　清流園（ユニット型）拠点区分
　　　　ア　特別養護老人ホーム清流園（ユニット型）
　　　　イ　清流園ショートステイサービス（ユニット型）
　　　③　希望苑拠点区分
　　　　ア　養護老人ホーム希望苑

計算書類に対する注記(法人全体用)
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計算書類に対する注記(法人全体用)

 6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
　該当なし。

 8. 担保に供している資産
　該当なし。

 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
　該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
　該当なし。

13. 重要な偶発債務
　該当なし。

14. 重要な後発事象
　該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
　該当なし。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
　　るために必要な事項

　該当なし。

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

898,654,523 770,000 39,311,147
30,000,000

860,113,376

基本財産の種類
土地
建物
定期預金

87,250,000
781,404,523
30,000,000

0
770,000

0

0
39,311,147

0

87,250,000
742,863,376

小計

基本財産
建物

小計
その他の固定資産
建物

1,729,916,716合計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1,531,998,986
1,531,998,986

3,207,750
44,194,065構築物

機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産

12,986,488
26,573,085

110,677,462
278,880

197,917,730
953,192,415

789,135,610
789,135,610

2,179,065
41,591,287
8,340,597

24,106,217
87,839,639

0
164,056,805

776,724,301

742,863,376
742,863,376

1,028,685
2,602,778
4,645,891
2,466,868

22,837,823
278,880

33,860,925

事業未収金
未収金

合計

債権額 債権の当期末残高
134,457,561

7,825
134,465,386

0
0
0

134,457,561
7,825

134,465,386

徴収不能引当金の当期末残高
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 1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　該当なし。

（２）固定資産の減価償却の方法
　　・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　　ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。
　　・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
　　　　
（３）引当金の計上基準
　　・退職給付引当金　－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益社団法人千葉県社会
　　 　　　　　　　　　　　　　福祉事業共助会の共助会退職金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
　　　　 　　　　　　　　　　　また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
　　・賞与引当金　 　　－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金
　　　　　　　　 　　　　　　　として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しな
　　　　　　 　　　　　　　　　いことができる。
　　・徴収不能引当金－1.金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴
　　　　　　　　　　　　　　　　収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、
　　　　　　　　　　　　　　　　これを計上しないことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　2.徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)と(2)の合計額による。
　　　　　　　 　　　　　　　　　(1)毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額
　　　　　　　　　 　　　　　　　(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
　　　　　　　　　　　　　　　3.前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直
　 　　　　　　　　　　　 　　　接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

 2. 重要な会計方針の変更
　該当なし。

 3. 採用する退職給付制度
（1）社会福祉施設職員退職手当共済制度
　　入社平成18年4月1日以前の常勤職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職
　　手当共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
　　入社平成18年4月1日以降の常勤職員は、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制
　　度に加入している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)清流園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は、省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　　　ア　法人本部
　　　イ　特別養護老人ホーム清流園
　　　ウ　清流園ショートステイサービス
　　　エ　清流園デイサービスセンター
　　　オ　清流園ケアサービスセンター
　　　カ　グループホーム清流

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
　該当なし。

定期預金 30,000,000 0 0 30,000,000
合計 530,292,887 770,000 25,938,331 505,124,556

土地 87,250,000 0 0 87,250,000
建物 413,042,887 770,000 25,938,331 387,874,556

計算書類に対する注記（清流園拠点区分用）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
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計算書類に対する注記（清流園拠点区分用）

 7. 担保に供している資産
　該当なし。

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
　該当なし。

11. 重要な後発事象
　該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
　　るために必要な事項

　該当なし。

合計 78,197,569 0 78,197,569

事業未収金 78,189,744 0 78,189,744
未収金 7,825 0 7,825

合計 1,187,009,860 770,945,988 416,063,872

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

その他の固定資産 278,880 0 278,880
小計 167,661,109 139,471,793 28,189,316

車輌運搬具 26,573,085 24,106,217 2,466,868
器具及び備品 82,166,041 64,232,971 17,933,070

構築物 42,776,065 40,918,329 1,857,736
機械及び装置 12,659,288 8,035,211 4,624,077

その他の固定資産
建物 3,207,750 2,179,065 1,028,685

建物 1,019,348,751 631,474,195 387,874,556
小計 1,019,348,751 631,474,195 387,874,556

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産
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 1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　該当なし。

（２）固定資産の減価償却の方法
　　・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　　ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。
　　・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
　　　　
（３）引当金の計上基準
　　・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益社団法人千葉県社会
　　　　　　　　　　　　　　　福祉事業共助会の共助会退職金共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
　　　　　　　　　　　　　　　また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
　　・賞与引当金　　　－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金
　　　　　　　　　　　　　　　として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しな
　　　　　　　　　　　　　　　いことができる。
　　・徴収不能引当金－1.金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴
　　　　　　　　　　　　　　　　収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、
　　　　　　　　　　　　　　　　これを計上しないことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　2.徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)と(2)の合計額による。
　　　　　　　　　　　　　　　　(1)毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額
　　　　　　　　　　　　　　　　(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
　　　　　　　　　　　　　　　3.前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直
　　　　　　　　　　　　　　　　接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

 2. 重要な会計方針の変更
　該当なし。

 3. 採用する退職給付制度
（1）社会福祉施設職員退職手当共済制度
　　入社平成18年4月1日以前の常勤職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職
　　手当共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
　　入社平成18年4月1日以降の常勤職員は、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制
　　度に加入している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)清流園（ユニット型）拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は、省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　　ア　特別養護老人ホーム清流園（ユニット型）
　　イ　清流園ショートステイサービス（ユニット型）

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
　該当なし。

 7. 担保に供している資産
　該当なし。

建物 368,361,636 0 13,372,816 354,988,820
合計 368,361,636 0 13,372,816 354,988,820

計算書類に対する注記（清流園(ユニット型)拠点区分用）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
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計算書類に対する注記（清流園(ユニット型)拠点区分用）

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
　該当なし。

11. 重要な後発事象
　該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
　　るために必要な事項

　該当なし。

事業未収金 31,346,317 0 31,346,317
合計 31,346,317 0 31,346,317

合計 539,730,606 180,189,085 359,541,521

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

器具及び備品 25,662,371 21,854,712 3,807,659
小計 27,080,371 22,527,670 4,552,701

その他の固定資産
構築物 1,418,000 672,958 745,042

建物 512,650,235 157,661,415 354,988,820
小計 512,650,235 157,661,415 354,988,820

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産
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 1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　該当なし。

（２）固定資産の減価償却の方法
　　・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
　　　ただし、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。

　　・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法

　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
　　　　
（３）引当金の計上基準
　　・賞与引当金　　　－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金
　　　　　　　　　　　　　　　として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しな
　　　　　　　　　　　　　　　いことができる。

　　・徴収不能引当金－1.金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴
　　　　　　　　　　　　　　　　収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、
　　　　　　　　　　　　　　　　これを計上しないことができる。
　　　　　　　　　　　　　　　2.徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)と(2)の合計額による。
　　　　　　　　　　　　　　　　(1)毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額
　　　　　　　　　　　　　　　　(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
　　　　　　　　　　　　　　　3.前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直
　　　　　　　　　　　　　　　　接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし。

 3. 採用する退職給付制度
（1）社会福祉施設職員退職手当共済制度						
　　常勤職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に
　　加入している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)希望苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は、省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は、サービス区分１つのため省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし。

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

 7. 担保に供している資産
該当なし。

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

小計 3,176,250 2,057,342 1,118,908
合計 3,176,250 2,057,342 1,118,908

機械及び装置 327,200 305,386 21,814
器具及び備品 2,849,050 1,751,956 1,097,094

計算書類に対する注記（希望苑拠点区分用）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
その他の固定資産
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計算書類に対する注記（希望苑拠点区分用）

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
 るために必要な事項

該当なし。

合計 24,921,500 0 24,921,500

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金 24,921,500 0 24,921,500


